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（20120421国際フォーラム・障害者と情報コミュニケーションアクセス） 

【表題】 

日本の障害者の経験からー権利条約、障害者基本法、情報アクセス 

 

内閣府障がい者制度改革推進会議担当室  

政策企画調査官 金  政 玉 

（きむ・じょんおく） 

（レジュメ） 

 

１．障害者権利条約の関連条文 

 

（第二条 定義） 

この条約の適用上、 

 「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能な

マルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び

様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用可能な情報通信技

術を含む。）をいう。 

 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 

 

（第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用）  

締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するも

のにより、表現及び意見の自由（他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自

由を含む。）についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措

置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。  

（a） 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時

に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。 

（b） 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自

ら選択する他のすべての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受

け入れ、及び容易にすること。  

（c） 一般公衆に対してサービス（インターネットによるものを含む。）を提供する民間の団

体が情報及びサービスを障害者にとって利用可能又は使用可能な様式で提供するよう

要請すること。  

（d） マスメディア（インターネットを通じて情報を提供する者を含む。）がそのサービスを障

害者にとって利用可能なものとするよう奨励すること。  

（e） 手話の使用を認め、及び促進すること。 
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２．障害者制度改革の現況 

◆別紙参照：「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」【概要】 

（2010 年[平成 22年]6月 閣議決定） 

 

３．改正障害者基本法との関係 

 ◆別紙参照：「障害者基本法の一部を改正する法律」【概要】＜以下、関係条文＞ 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能

の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継

続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる

ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

 

（地域社会における共生等） 

第三条 一、二（略） 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段

についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段につい

ての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（情報の利用におけるバリアフリー化等） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意

思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利

用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送

の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備

、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確

保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとす

るほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、

障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 

３ 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びそ

の関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器

の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 
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４．これからの課題  

～改正障害者基本法のモニタリング（政策委員会）の仕組みを活用 

  

＜以下、関係条文＞ 

 

（障害者政策委員会の設置） 

三十二条 内閣府に、障害者政策委員会（以下「政策委員会」という。）を置く。 

２ 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項（同条第九項において準用する場合を含む

。）に規定する事項を処理すること。 

二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。 

三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又

は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 

３ 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策

について政策委員会に報告しなければならない。 

 

 


